
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  eLTAX
エルタックス

を利用している複数の地方公共団体への申告を、まとめて一度に送信できます。 

 

 ますます便利に♪ 

電子申告の手続き 電子申請の手続き 

○法人設立・設置届出 
○異動届出 ○法人事業税減免申請 
○法人税に係る確定申告書又は連結確定申 

告書の提出期限の延長の処分等の届出 

○申告書の提出期限の延長の承認申請 

○法人税に係る連結納税の承認等の届出 

１ eLTAX ホームページで、利用者ＩＤを取得します。 
※ 電子申請のみのご利用の場合、利用者ＩＤを取得しなくても利用できます。 

２ eLTAX ホームページで、作成
する申請書を選択し、提出先
を選択します。 

３ 利用者情報を入力・確認します。

４ 申告、申請データを作成します。 

５ 電子証明書を使用し、電子
署名を添付します。 

※ 税理士に申告書の作成・送信を依頼して
  いる場合、納税者の電子証明書は不要で 
  す。 

５ 

※ 税理士に電子申請の作成・送信を依頼し
 ている場合、納税者の利用者ＩＤがあれば、
 納税者の電子証明書は不要です。 

６ 申告、申請データを送信します。 

電子納税の手続き 

 電子申告をしたら、電子
納税で納めることができ
るんだね！ 

【対象手続き】 

・ 電子申告、電子申請、電子納税の手続きを、オフィスや自宅のパソコンから行うことができます。 

・ 無料ソフトのPCdesk
ピ シ デスク

のほかeLTAX
エルタックス

対応の市販の税務・会計ソフトで作成した申告データを 
利用できます。 

PCdesk 

２ 

３ 

PCdeskまたは eLTAX対応ソフ
トウェアを入手します。 

 PCdesk の 
ダウンロード 

CD-ROM の
請求 

電子証明書を使用し、電子
署名を添付します。 

eLTAX 操作上のお問い合わせは、eLTAX サポート

デスク（ 0570-081459）までお願いします。 

メリット１ 

メリット３ 

○予定申告   ○均等割申告 
○中間申告   ○清算確定申告 
○確定申告 
○修正申告 
○清算事業年度予納申告 
 

【対象手続き】 

インターネット 

バ ン キ ン グ 

 

メリット２ 

※ 税理士が代理人として申告する場合は、納税者の切り替え手続きを行い、 
 代理人として操作してください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

申告内容や審査についてのお問い合わせ 

 

所管都税事務所 所管区域 所管都税事務所 所管区域 

千代田( 03-3252-7141) 千代田区・文京区 荒川 ( 03-3802-8111) 荒川区・北区・足立区 

中央 ( 03-3553-2151) 中央区・江東区・江戸川区 八王子( 042-644-1111)

 港  ( 03-5549-3800) 港区 立川 ( 042-523-3171)

こちらをご覧ください 

都税事務所等一覧 

新宿 ( 03-3369-7151) 新宿区・中野区・杉並区 大島 ( 04992-2-4411) 大島町・利島村・新島村・神津島村

台東 ( 03-3841-1271) 台東区・墨田区・葛飾区 三宅 ( 04994-2-1311) 三宅村、御蔵島村 

品川 ( 03-3774-6666) 品川区・大田区 八丈 ( 04996-2-1111) 八丈町、青ヶ島村 

渋谷 ( 03-3463-4311) 渋谷区・目黒区・世田谷区 小笠原( 04998-2-2121) 小笠原村 

豊島 ( 03-3981-1211) 豊島区・板橋区・練馬区  

電子納税の手続き 

１ あらかじめ eLTAX で電子申告をしておきます。 

２ 
対象となる申告データを選択し、
納付情報発行依頼を送信します。

４ 

３ 納付情報を受け取り、内容を確認します。 
※ 納付情報を確認できるのは、納税者本人だけです。代理人は確認できません。 

所管都税事務所の徴収管理係までお願いします。 

      （社団法人 地方税電子化協議会） 

ホームページ  http://www.eltax.jp/ 

 
 

エルレンジャー 
検索

 

午前８ 時 30 分から午後９ 時 00 分まで※（土日祝・年末年始を除く） 
※ 申告用のデータ作成は、専用ソフトを利用していつでも行うことができます。 

サポートデスク  0570-081459 （IP 電話・PHS から： 03-5339-6701） 

eLTAX イメージキャラクター 
クリック 

所管都税事務所の法人事業税係までお願いします。 

ペイジーを介して納付します。 

※ ペイジーとは、公共料金や税金などを金融機関の 
 インターネットバンキングやモバイルバンキング、 
 ＡＴＭを利用して納付する収納サービスの総称です。

金融機関 

ＡＴＭ 

 

 

利用手続きについて 

電子申告、電子申請の申告・申請内容や審査について 

電子納税について 

エル タックス 

利用するには、まず

eLTAX のホームペー

ジを見ればいいんだ

ね！ 

 エルタックス 

※ はじめてインターネットバンキングやモバイル 
 バンキングを利用する場合は、事前に金融機関へ 
 の利用申込が必要です。 

バ ン キ ン グ 
イ ン タ ー ネ ッ ト 

（注）ペイジーによる納付では、領収証書は発行されませんので、必要な場合は従来どおり納付書により金融機関 
   等の窓口で納付してください。 

問い合わせ先 

４ 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/index.html

